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百道浜校区自治連合会 平成 18年度 9月定例総会 議事録 

 

■開催日  平成 18年 9月 2日（土曜日） 19:00～20:45 

■場 所  百道浜公民館 2階 

■出席者   

9 月定例総会出欠表       

自治会・委員会名 氏  名 地域役職 出欠 

１丁目１区(イーストステージ 1,2,3,7 棟) 古閑 博 自治会長 出席 

１丁目２区(イーストステージ 5,6 棟) 大屋 喜昭 自治会長 出席 

１丁目３区(ネクサスシーサイド) 古賀 之士 自治会長 出席 

１丁目４区(サンパティーク) 上山 卓朗 自治会長 出席 

１丁目５区・６区(センターステージ) 古海 美保 自治会長  欠席 

１丁目７区(パークハウス・シャトレシーサイド・スリーエム) 田口 茂夫 自治会長 出席 

１丁目８区(百道タワー) 佐久間みな子 自治会長 出席 

３丁目１区(ヴェルデコート) 織井 由美子 自治会長 出席 

３丁目２区（アクアコート） 井手 慶吾 自治副会長 出席 

３丁目３区(ミサワホーム) 周藤 和利 地区代表 欠席 

４丁目１区(ネクサス百道・アルティコート) 柴崎 正廣 自治会長 出席 

４丁目２区(クリスタージュ) 伊藤 芳美 自治会長 出席 

４丁目３区(サウスステージ) 北山 英夫 自治会長 代理 

４丁目４区(戸建） 久永 明 自治会長 出席 

４丁目５区（アトモスももち） 衛藤 良範 自治会長 出席 

４丁目６区（ネクサスレジデンシャルタワー） 柴戸 陸史 自治会長 出席 

公民館 梶山 美知子 館 長 出席 

ＰＴＡ 中山 聡 同会長  出席 

民生委員 常松 まゆみ 民生委員 出席 

ごみ減量・リサイクル推進連絡会議 柴崎 正廣 同会長 出席 

体育振興会 尾形 洋之 同会長 出席 
交通安全推進委員会 田中 豊太郎 同会長 出席 
青少年育成協議会 中川  正次 同会長 出席 
老人クラブ 堤  信雄 同会長 出席 

防災対策 

 

大村 繁雄 

宮山 洋志 

同事務局長 出席 

出席 

広報事務 大森 光洋  出席 

 

 

議 事  柴崎副会長の進行により以下の通り行った 
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■ 福岡市港湾局より説明 

福岡市港湾局総務部の方より、旧中学校用地売却の進捗状況、および RKB 北側遊休地売

却公募計画について説明があった。 

 旧中学校用地は 11月に着工予定、駐車場は 9月末で閉鎖する 

 10月の自治連合会定例会で高木学園より事業の説明を行う予定（施工者も同席予定） 

 RKB北側遊休地の売却計画は別紙(1)の通り 

《主な質疑応答》 

Ｑ．百道浜校区では、旧中学校用地をはじめ駐車場が次々に閉鎖されている。公募に際し

ては駐車場の確保を用件として明記して欲しい。また、10 月から公募だが、公募す

ることは関係者に既に公表しているのか？ 

Ａ．遊休地の処分についての問い合わせがあったときに、いずれ公募売却する考えは伝え

ているが、具体的な話はしていない。 

Ｑ．公募の状況について連合会に報告して欲しい。 

Ａ．応募状況などは決定前に連絡できないが、決定すれば着工前に計画を通知する。 

Ｑ．現在でも交通渋滞が激しい。行政として何らかの対策を示して欲しい。 

Ａ．市として広報を行いたい。 

Ｑ．他県からの車に対しては市が広報しても意味が無い。規制を強化するしかない。 

Ｑ．建築物の高さ制限は？ 

Ａ．建築条件を満たせば、福岡タワーの通信障害にならない限り、建物を細く高くするこ

とでいくらでも高くできる。 

Ｑ．福岡タワーのシンボル性を損なう建物は建築できないはずだ。 

Ｑ．公募方法は？ 

Ａ．市政だより、プレス発表、市のホームページなどで公表する考え。 

Ｑ．公募がこの時期になった理由は何か？ 

Ａ．百道浜の街づくり、土地活用などの理由である…。 

Ｑ．建物用途の具体的な計画は？ 

Ａ．説明資料に記載しているようなもの（情報、文化、教育、研究開発など）。 

Ｑ．ほかにも公募の可能性がある遊休地は有るか？ 

Ａ．サウスステージ北（約 4,000m2）、シャトレ・３Ｍハイツ東側（約 1,000m2）があり、

ともに住宅用地である。現在、福岡市住宅供給公社と協議中である。 
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■ 百道浜小学校グラウンド全面芝生化 

元 PTA 会長の目野さんより、全面芝生化計画を自治連合会の取り組みとして承認するこ

とついて、説明および依頼があった。 

 百道浜小学校は埋立地で、グラウンドが硬くケガし易い。 

 周辺住居へのグランドからの砂塵がすごい。 

 現在は市のモデル校として一部のみ芝生化しているが、子供のケガが減ったり、教室

に吹き込む砂ホコリが減ったなどの効果が見られる。 

 刈り込みや草取りなどの維持管理（特に夏季）が大変だが、オヤジの会が手入れを行っ

ている。 

 今年 7月に福岡市教育委員会に全面芝生化の要望をしたが、オヤジの会としてではな

く地域として取り組んで欲しいとのこと。よって百道浜校区全体の組織である自治連

合会の一部として認めてもらうよう検討して欲しい。 

《主な質疑応答》 

Ｑ．他の例はあるのか？ 

Ａ．福岡市内では、モデル校として西福岡小学校で一部芝生化をしている。全国的には、

東京で 10校、大阪で 5校の例がある。 

Ｑ．今からで間に合うのか？ 

Ａ．１９年度の承認をもらうためには、10 月の自治連合会の定例会で審議したいので、

各自治会で協議して欲しい（執行部）。 

Ｑ．来年の夏祭りに影響しないのか？ 

Ａ．スケジュールを調整することで、開催は可能である。 

 

議  事 

 

１．夏まつり結果報告（各団体より） 

 「夏まつり」の総括は、８月６日の「反省会」の通り。 

 早良区民祭りの出店の売り上げに影響があるのではと懸念されている。収益額や使途

は別にして、売上高を報告して欲しい（合計約 100万円） 

 

２．平成 18年度上期決算および負担金未納の件 

 負担金未納の自治会には早急に納付を 

 各委員会は決算報告を 10 月定例会までに提出すること、行事の参加人数を余白に記

入 
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３．各委員会等より 

 （青少年協議会）江口前会長が辞任し中川さんが新会長に就任。 

 （同）9 月 30 日にお月見会を開催するのでポスター掲示をお願いしたい。天体望遠

鏡が不足しているので提供を。 

 （PTA）夏休み中は事故、事件も無く、全員元気に２学期を迎えることが出来たこと

を感謝する。 

 （同）11月 11日に地域参観「はまっぴフェスタ」を開催するのでご協力をお願いす

る。 

 （交通安全）7月 29日、8月 27日の夜間パトロール参加に感謝する。9月には車椅

子での段差点検、10月には自転車教室を計画している。 

 （体育振興）10月 29日に 3世代ふれあいグラウンドゴルフ大会、11月 26日にファ

ミリーバトミントン大会、12月 10日に餅つき大会（献血）を計画している。献血は

必須事業であり、各自治会から動員をお願いしたい。 

 （老人会）9月 18日は敬老の日。登校する小学生を見守ったり、地域の清掃活動（9

月 16日の「地域ぐるみ清掃」等）、子供たちに昔の遊びを教える活動などをしている。 

 （防災連絡協議会）第 1 回の防災対策会議を 8 月 26 日に開催した（別紙(2)参照）。

第 2回は 10月 7日（土）午後 5時 30分より、公民館で開催し、具体的な検討に入

りたい 

 （民生委員）9月には敬老祝い金の支給、高齢者登録作業がある。 

 （公民館）8月に福岡県公民館連合会より、市内最優秀表彰を受けた。 

 （同）交番前の通りの植栽が枯れ、隙間から道路を横断する人がいて大変危険である。

自治連合会長名で市に要望書を出したい。（承認された） 

 （同）ゴミは持ち帰りが原則だが、子供が食べ残しを捨てたり、使用済みのオムツを

捨てたりする例が後を絶たず、大変困っている。持ち帰りを徹底して欲しい 

 （ゴミ減）9月 16日午前 10時からエコクッキング教室を開催し、その後「地域ぐる

み清掃」を行う。ご参加頂く方は、午後１時 30分に公民館にお集まり下さい。（清掃

時間約一時間）10月 10日にはコカコーラの若松リサイクルセンターを施設見学する。

是非ご参加を！ 

 

４．その他 

 （会長）福岡西部副都心活性化の検討委員会が開催されており、国土交通省の調査費

で交通インフラの検討が行われる。自治連合会長が正式メンバーであるが、高木学園
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も今後正式メンバーとして参加する 

 （同）SRP センタービル周辺の放置自転車が大変な状況である。SRP の方と話した

ところ、自転車の一部は、地元住民が通勤・通学時に利用して SRP 前からバスに乗

り換えているものらしい。バス料金を節約するためだと思われるが、住民の意識向上

が必要である 

 （アクアコート）10月 1日（日）午後 5時 30分から 8時まで、「百道浜中公園」で

月見会を開催する（コンサートもあり）。 

 （老人クラブ）百道中央公園で、愛犬家が大勢集まって犬を放しており、糞の処理を

しない例も多く見られ、おしっこも処理できない。地元以外からも集まっているよう

だが、ペットショーが開催されてから増えたようだ。今後はペットショーの開催は許

可しないよう、市に要望するべきだ。 

 

以 上 


